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□ 【必須】
誰が収集するか □ 施設利用者が滞在する時間帯に限らず、常時、必要な情報収集のための要員が設

定されているか
ﾍﾟｰｼﾞ

□ 【気象】気象警報・注意報、台風（進路）情報、高解像度降水ナウキャストなど
ﾍﾟｰｼﾞ

□ 【洪水】洪水予報・水位到達情報、【土砂災害】土砂災害危険度情報など
ﾍﾟｰｼﾞ

□ 【避難】避難準備・高齢者等避難開始・避難勧告・避難指示（緊急）、避難所開設など
ﾍﾟｰｼﾞ

□ 各機関ＨＰ、ファクシミリ、電子メールなどで「気象、洪水予報、土砂災害」に関する情
報等の入手方法が記載されているか

ﾍﾟｰｼﾞ

□ 避難準備・高齢者等避難開始等の避難情報の入手方法が記載されているか
ﾍﾟｰｼﾞ

□ 洪水予報、土砂災害に関する情報が施設管理者等に伝達されるか
ﾍﾟｰｼﾞ

□ 防災体制に係る判断内容が施設関係者に共有されるようになっているか
ﾍﾟｰｼﾞ

□ 【必須】
どうやって伝達するか □ 施設の関係者についての連絡体制が整備され、連絡方法が関係者で共有されてい

るか
ﾍﾟｰｼﾞ

□ 【必須】
位置づけはどうか □ 避難準備・高齢者等避難開始が、要配慮者の避難開始のための防災体制確立の判

断基準として明記されているか
ﾍﾟｰｼﾞ

□ 要配慮者の避難誘導員が確保されているか、あるいは確保するための参集体制が
敷かれているか

ﾍﾟｰｼﾞ

□ 夜間における要配慮者の避難が想定される場合など、時間帯に対応した体制が考
慮されているか

ﾍﾟｰｼﾞ

避難準備・高齢者等避難開始等の発令が無い
場合でも避難の判断ができるよう、複数の判断
材料が設定されているか

□
【必須】
予備的な避難判断の
設定があるか

□
避難準備・高齢者等避難開始の発令の目安となる氾濫注意情報（※洪水予報のみ）
及び大雨警報（土砂災害）や、避難勧告の発令の目安となる氾濫警戒情報及び土砂
災害警戒情報についても防災体制の判断材料として利用されているか

ﾍﾟｰｼﾞ

ﾍﾟｰｼﾞ

ﾍﾟｰｼﾞ

ﾍﾟｰｼﾞ

ﾍﾟｰｼﾞ

必要に応じ、地域の協力が得られる体制が準
備されているか □

ﾍﾟｰｼﾞ

洪水予報、土砂災害に関する情報等や避難情
報を入手するための設備が記載されているか □

ﾍﾟｰｼﾞ

夜間に避難を行うことが想定される場合、その
ために必要な設備が記載されているか □

ﾍﾟｰｼﾞ

屋内安全確保を行う場合に備え、施設内での
滞在に必要な物資が確保されているか □

ﾍﾟｰｼﾞ

□ 避難に関する基本的な知識、情報の収集、施設内情報共有のあり方など、本計画を
活用した教育の機会が設定されているか（計画改善の機会でもある）

ﾍﾟｰｼﾞ

□ 新規に採用された職員が対応できるよう、当該職員に対する教育・訓練の機会が設
定されているか

ﾍﾟｰｼﾞ

□ 要配慮者を避難場所まで安全に避難誘導するための訓練（避難誘導訓練）が定期
的に実施されているか（できれば出水期までに）

ﾍﾟｰｼﾞ

□ 機器の操作や作業に係る訓練（情報伝達訓練）やその他必要な各種訓練（非常参集
訓練、引き渡し訓練等）が定期的に実施されているか

ﾍﾟｰｼﾞ

□ 【努力義務】
地域等との連携 □ 施設関係者以外の協力者（地域等）が参画した避難誘導等が有効に行われるよう、

地域訓練への参加もしくは訓練を当該協力者向けに用意しているか
ﾍﾟｰｼﾞ

避難確保計画　自主点検リスト （施設用）
≪ 避難確保計画提出時には、本書（点検済み）の写しを添付してください。≫

 施設名（施設･所長名） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　 　　　）

 想定災害区分 　□　浸水害　　　□　土砂災害　　　　← 該当するものに「✔」する

 施設長決裁年月日 年　　　　　月　　　　　日

中区分
評価ポイント

（避難確保計画内での該当ページ番号を右欄記入）

①
防
災
体
制
、
情
報
の
収
集
・
伝
達

施設の所在する地域における、浸水するおそれ
のある河川の情報、土砂災害に関する情報や
避難情報を収集・伝達する体制が定められてい
るか

□ 【必須】
何を収集するか

□ 【必須】
どうやって収集するか

避難先は避難の実効性が確保された場所に設
定されているか □

【必須】 移動に伴うリスクを踏まえ、「近隣の安全な場所」への避難や「屋内安全確保」がとれるよう、緊急度合いに応
じた複数の避難先が確保されているか

【必須】 設定されている避難先（指定緊急避難場所、近隣の安全な場所、屋内安全確保）が、利用者の移動に伴うリ
スクや避難にかかる時間等を踏まえた実効性のあるものになっているか

避難誘導がリスク情報を踏まえた実現可能な
ルート上に設定されているか □

□ 【必須】
誰に伝達するか

避難準備・高齢者等避難開始の発令の段階で
要配慮者の避難誘導を行う体制となっているか

□
【必須】
避難行動をとる体制
となっているか

（注） 各評価において「✔チェック」できていない項目がある場合は、提出時にご説明いただきます。

【鳥取市確認欄】　（所属・氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（確認年月日）　　　　年　　　月　　　日　（ □ 完了 ／ □ 再提出 ）

【必須】 浸水想定区域や土砂災害警戒区域など、施設の災害リスク情報を踏まえたルート設定となっているか

【必須】 避難ルートの途中に通行止め等の障害が発生する可能性を踏まえ、複数の避難ルートを検討しておくこと
（予備ルートの設定が困難な場合は、避難ルートが寸断される前の早めの避難行動を十分検討しておくこと）

【努力義務】 職員のみでの避難誘導に支障がある場合、地域の支援が得られるよう事前に調整されているか

④
教
育
・
訓
練

適切な時期に必要な教育・訓練の実施が設定
されているか

□
【必須】
防災教育が実施されて
いるか

□ 【必須】
避難誘導訓練

➂
施
設
整
備

【必須】 公的機関等から施設に伝達される情報が確実に届くよう設備が整っているか（記載がなければ口頭で確認）
≪ □ ﾌｧｸｼﾐﾘ　　□ ﾒｰﾙ（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ）　　□ 防災行政無線戸別受信機　　□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） ≫

【必須】 電池式照明器具や、避難者が誘導員と識別しやすい誘導用ライフジャケット等が用意されているか

【必須】 要配慮者利用施設内での屋内安全確保を行う場合に備え、その滞在を行う日数・人数分の食料・飲料水等
が確保されており、その記述があるか（浸水ﾅﾋﾞで浸水継続時間を確認してその日数分の物資の確保状況等をﾁｪｯｸ）

②
避
難
誘
導


